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�愛媛県告示第５３３号
平成３０年４月１８日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

安 藤 英 利 愛媛県西条市氷見丙
９８２番地１０

愛媛県西条市氷見丙
７４７番１ １，０６５

２ 認可年月日

平成３０年５月１４日

�愛媛県告示第５３４号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成３０年度分の交付

金、負担金及び補助金から適用する。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 農用地利用配分計画の認可…………………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）…３９４

○ 農業委員会交付金等交付規程の一部改正…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３９４

○ 肥料登録有効期間の更新………………………………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）…４０２

○ 解除予定保安林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…４０２

○ 解除予定保安林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４０２

○ 公共測量の終了の通知（２件）………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…４０２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…４０２

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…４０５

○ 土地改良事業の計画の変更の認可………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４０６

教育委員会規則

○ 愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………（義務教育課）…４０６

教育委員会公告

○ 平成３１年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合格者の発表の日について

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…４０６

選挙管理委員会告示

○ 開票区の設置の一部改正…………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…４０７

改 正 後 改 正 前

（交付金等交付対象経費及び補助率等）

第２条 交付金等を交付することとする経費及びその補助率等は、

次の表のとおりとする。

� 交付金

（交付金等交付対象経費及び補助率等）

第２条 交付金等を交付することとする経費及びその補助率等は、

次の表のとおりとする。

� 交付金

区分 経 費
交付基準又

は交付金額
区分 経 費

交付基準又

は交付金額

農業委

員会に

要する

省略 農業委

員会に

要する

省略

農地等の利用の最適化の推進に関す

る事項に関する事務に要する経費

省略 農地等の利用の最適化の推進に関す

る事項に関する事務に要する経費

省略

毎週（火・金）曜日発行 第２９７７号 平成３０年５月２２日

平成３０年５月２２日火曜日 第２９７７号

愛 媛 県 報

３９４



経費 （農業委員及び農地利用最適化推進

委員の報酬をいう。第３項第１号に

おいて同じ。）

経費 （農業委員及び農地利用最適化推進

委員手当 をいう。第３項第１号に

おいて同じ。）

�・� 省略

２・３ 省略

（区分経理及び帳簿書類の備付け）

第１２条 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、交付金等交付事

業の経理を他の経理と区分し、交付金等の使途を明らかにしてお

かなければならない。

２ 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、交付金等交付事業に

係る歳入歳出又は収入支出の収支予算書並びに収支精算書におけ

る計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、農業委員会

交付金等調書（様式第１０号）を作成しておかなければならない。

３ 省略

様式第２号の�（第３条関係）

省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 省略

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

�・� 省略

２・３ 省略

（帳簿書類の備付け）

第１２条 省略

様式第２号の�（第３条関係）

省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 省略

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

イ 遊休農地の発生防止・解消活動 イ 遊休農地の発生防止・解消活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

ウ 農地中間管理機構との連携活動 ウ 農地中間管理機構との連携活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

エ 新規参入の促進活動 エ 新規参入の促進活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

オ その他 オ その他

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 年度（事業実施年度の前年度）における農地利用の

最適化の状況

遊休農地面積（ 年利用状況調査結果）

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 年度（事業実施年度の前年度）における農地利用の

最適化の状況

ア 農地集積面積（ 年１２月末日現在）

耕地面

積�

遊休農地面積� 遊休農地率（Ｂ／

（Ａ＋Ｃ））

耕地面積� 農地集積面積� 農地集積率（Ｂ／Ａ）

１ 号 遊

休農地�

２ 号 遊

休農地�

� � ％

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号

３９５



� � � � ％ まで記載すること。

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位ま

で記載すること。

イ 遊休農地面積（ 年利用状況調査結果）

耕地面

積�

遊休農地面積� 遊休農地率（Ｂ／

（Ａ＋Ｃ））１ 号 遊

休農地�

２ 号 遊

休農地�

� � � � ％

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積（ 年１月１

日から 年１２月末日まで）

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

まで記載すること。

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積（ 年１月１

日から 年１２月末日まで）

農業委員会の活動による農地集積面積
農業委員会の活動による農地集積面積

うち前期分

� � �

注 省略

ウ 省略

３ 経費の内訳

注 省略

ウ 省略

３ 経費の内訳

項 目
経費

内訳
項 目

経費

内訳
総事

業費

活 動 実 績

に 応 じ た

交付金額

成 果 実 績

に 応 じ た

交付金額 総事

業費

活 動 実 績

に 応 じ た

交付金額

成 果 実 績

に 応 じ た

交付金額
うち

前期

分

うち

前期

分

１ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円 円

１ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

４ 新規参入の促

進活動

４ 新規参入の促

進活動

５ その他 ５ その他

合 計 円 円 円 合 計 円 円

注 省略

別紙２ 省略

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１ 農地集積の推進活動

注 省略

別紙２ 省略

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１ 農地の有効利用を図るための活動

� 農地集積の推進活動活動内容

活動内容

� 相談活動

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号

３９６



農地相談員 人数
相談員の活動 備

考活動日数 活動内容

専

門

分

野

農地制度に専門的な

知見を有する者

人 日

地域の農業事情等に

精通している者

人 日

その他（ ） 人 日

２・３ 省略

４ 経費の内訳

注１ 「その他」の欄は、具体的に記載すること。

２ 確定値を記載できない欄は、想定値を記載すること。

２・３ 省略

４ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

１ 農地集積の推進

活動

省略 １ 農地の有効利用

を図るための活動

省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

省略 省略

注 省略

様式第３号の�（第３条、第１２条関係）

収 支 予 算 書

� 省略

� 支出の部

注 省略

様式第３号の�（第３条 関係）

収 支 予 算 書

� 省略

� 支出の部

区 分
本年度

予算額

左のうち県費交

付金等交付額

備

考
区 分

本年度

予算額

左のうち県費交

付金等交付額

備

考

１～３ 省略

４ 農業委員及び農地利用最

適化推進委員の報酬（農地

利用最適化交付金）

５ 省略

省略

円 円

１～３ 省略

４ 農業委員及び農地利用最

適化推進委員手当 （農地

利用最適化交付金）

５ 省略

省略

円 円

様式第３号の�（第３条、第１２条関係） 省略

様式第８号の�（第８条関係）

事 業 実 績 書

１～７ 省略

８ 経費関係

様式第３号の�（第３条 関係） 省略

様式第８号の�（第８条関係）

事 業 実 績 書

１～７ 省略

８ 経費関係

区 分 実 績 区 分 実 績

省略 省略

農業委員及び農地利用最

適化推進委員の報酬（農

地利用最適化交付金）

委 員 報 酬 支 給 人 員 省略 農業委員及び農地利用最

適化推進委員手当 （農

地利用最適化交付金）

委 員 手 当 支 給 人 員 省略

省略 省略

省略 省略

９ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 省略

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

９ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 省略

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号

３９７



時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

イ 遊休農地の発生防止・解消活動 イ 遊休農地の発生防止・解消活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

ウ 農地中間管理機構との連携活動 ウ 農地中間管理機構との連携活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

エ 新規参入の促進活動 エ 新規参入の促進活動

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

オ その他 オ その他

時 期 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日 人日

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 年度（事業実施年度の前年度）における農地利用の

最適化の状況

遊休農地面積（ 年利用状況調査結果）

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 年度（事業実施年度の前年度）における農地利用の

最適化の状況

ア 農地集積面積（ 年１２月末日現在）

耕地面

積�

遊休農地面積� 遊休農地率（Ｂ／

（Ａ＋Ｃ））

耕地面積� 農地集積面積� 農地集積率（Ｂ／Ａ）

１ 号 遊

休農地�

２ 号 遊

休農地�

� � ％

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

まで記載すること。� � � � ％

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位ま

で記載すること。

イ 遊休農地面積（ 年利用状況調査結果）

耕地面

積�

遊休農地面積� 遊休農地率（Ｂ／

（Ａ＋Ｃ））１ 号 遊

休農地�

２ 号 遊

休農地�

� � � � ％

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積（ 年１月１

日から 年１２月末日まで）

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

まで記載すること。

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積（ 年１月１

日から 年１２月末日まで）

農業委員会の活動による農地集積面積
農業委員会の活動による農地集積面積

うち前期分

� � �

注 省略

ウ 省略

３ 経費の内訳

注 省略

ウ 省略

３ 経費の内訳

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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項 目
経費

内訳
項 目

経費

内訳
総事

業費

活 動 実 績

に 応 じ た

交付金額

成 果 実 績

に 応 じ た

交付金額 総事

業費

活 動 実 績

に 応 じ た

交付金額

成 果 実 績

に 応 じ た

交付金額
うち

前期

分

うち

前期

分

１ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円 円 １ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

４ 新規参入の促

進活動

４ 新規参入の促

進活動

５ その他 ５ その他

合 計 円 円 円 合 計 円 円

注 省略

別紙２ 省略

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１ 農地集積の推進活動

注 省略

別紙２ 省略

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１ 農地の有効利用を図るための活動

� 農地集積の推進活動活 動 内 容

活 動 内 容

� 相談活動

農地相談員 人数
相談員の活動実績 備

考活動日数 活動内容

専

門

分

野

農地制度に専門的な

知見を有する者

人 日

地域の農業事情等に

精通している者

人 日

その他（ ） 人 日

２・３ 省略

４ 経費の内訳

注 「その他」の欄は、具体的に記載すること。

２・３ 省略

４ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

１ 農地集積の推進

活動

省略 １ 農地の有効利用

を図るための活動

省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

省略 省略

注 省略

様式第９号の�（第８条、第１２条関係）

収 支 精 算 書

� 省略

� 支出の部

注 省略

様式第９号の�（第８条 関係）

収 支 精 算 書

� 省略

� 支出の部

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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様式第９号の�の次に次の１様式を加える。

区 分
本年度

精算額

本年度

予算額

備

考
区 分

本年度

精算額

本年度

予算額

備

考

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 農業委員及び農地利用最適化推進

委員の報酬（農地利用最適化交付

金）

４ 農業委員及び農地利用最適化推進

委員手当 （農地利用最適化交付

金）

５ 省略 ５ 省略

省略 省略

様式第９号の�（第８条、第１２条関係） 省略 様式第９号の�（第８条 関係） 省略

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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様式第１０号（第１２条関係）
愛

媛
県

報
平
成
３０
年
５
月
２２
日

第
２９７７

号

４０１



�愛媛県告示第５３５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３６号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

愛媛県南宇和郡愛南町柏１３８７の６・１４４２の５・１４９９の２・１５３１・

１５３２（以上５筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５３７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０の２６、丁２３０の２７、葛谷字長

ソ乙１１３の１０、乙１１３の１１、字コロケ谷乙１１９の６

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５３８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（ＭＭＳ地形測量、ＴＳ等地形測量）

２ 作業期間 平成２９年１２月７日から

平成３０年３月２８日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第５３９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成３０年５月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 平成２９年１２月７日から

平成３０年２月２０日まで

３ 作業地域 松山市域

�������
�愛媛県告示第５４０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年５月２２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社ハタダ

新居浜市船木甲２１３１番地

代表取締役 畑田 康裕

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社ハタダ 本社工場

新居浜市船木甲２１３１番地

３ 特定施設に関する事項

� �１

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３６
年６月
２７日

愛媛県
第１２０８
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い粒状
苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１７号 豆腐又は煮豆の製造業に供す
る湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり８２０リットル処理

設 置 年 月 日 平成１４年５月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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� �２

� �３－１～３－４（４基）

� �４－１

� �４－２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．５

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１７号 豆腐又は煮豆の製
造業に供する湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり７４０リットル処理

設 置 年 月 日 平成２０年９月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．５

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，３００

最大 ７，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．２

最大 ４．０

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１０リットル処理

設 置 年 月 日 平成２４年３月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，０００

最大 １０，０００

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり９００リットル処理

設 置 年 月 日 平成１９年９月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 ２．０

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり８００リットル処理

設 置 年 月 日 平成１９年９月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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� �５

４ 汚水等の処理施設に関する事項

産業排水処理浄化槽施設�１

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 ２．０

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５９４リットル処理

設 置 年 月 日 平成２３年７月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０，０００

最大 １００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００，０００

最大 １２０，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ３，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４３０

最大 ５００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．６

最大 １．５

備考 汚水等は、産業排水処理浄化槽施設�１にて処理する。

設 置 年 月 日 平成３年８月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 長時間ばっ気、接触ばっ気及び油分解処
理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０．７メートル 横１４．７メートル
高さ４．５５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 長時間ばっ気、接触ばっ気及び油分解処
理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８４０

最大 １，２００

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ３００

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 １５０

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ２０

通常 １

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １４０

通常 １１０

最大 １４０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号

４０４



�������
�愛媛県告示第５４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成３０年５月２２日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

�愛媛県告示第５４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市中村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年５月２２日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年５月２２日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１６

最大 １５２

備考 この他に、雨水排水口が６箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 � 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

〃 鈴 木 博 美 四国中央市土居町北野２２４０番地

〃 � 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地

〃 加 藤 弘 明 四国中央市土居町中村１４４２番地

〃 中 川 幸 夫 四国中央市土居町小林１６４２番地

〃 越 智 寧 四国中央市土居町藤原５番耕地７番地

〃 坂 上 大 恭 四国中央市土居町津根２７８２番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 岸 嵩 幸 四国中央市土居町天満２０４７番地２

〃 野 村 好三郎 四国中央市土居町蕪崎７２７番地１

監 事 鈴 木 和 治 四国中央市土居町中村６１５番地

〃 加 藤 徳 明 四国中央市土居町土居４８５番地２

〃 続 木 則 幸 四国中央市土居町野田甲１０００番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 � 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

〃 鈴 木 博 美 四国中央市土居町北野２２４０番地

〃 � 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地

〃 加 藤 弘 明 四国中央市土居町中村１４４２番地

〃 中 川 幸 夫 四国中央市土居町小林１６４２番地

〃 越 智 寧 四国中央市土居町藤原５番耕地７番地

〃 坂 上 大 恭 四国中央市土居町津根２７８２番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 岸 嵩 幸 四国中央市土居町天満２０４７番地２

〃 野 村 好三郎 四国中央市土居町蕪崎７２７番地１

監 事 山 内 光 政 四国中央市土居町蕪崎８７５番地

〃 高 橋 俊 一 四国中央市土居町小林７４４番地

〃 安 部 一 四国中央市土居町藤原６番耕地２１７番
地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３－１７

〃 加 藤 則 明 新居浜市政枝町二丁目７－３４

〃 小 泉 誠 一 新居浜市中村松木一丁目１０－１６

〃 � 橋 登 新居浜市土橋一丁目９－３８

〃 近 藤 重 俊 新居浜市中村一丁目８－８

〃 池 田 辰 夫 新居浜市本郷一丁目６－４３

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８－４１

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋一丁目８－４

〃 � 門 薫 新居浜市本郷一丁目５－２７

〃 近 藤 上 新居浜市横水町１２－３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３－１７

〃 大 塚 晟 充 新居浜市滝の宮町６－１６

〃 小 泉 誠 一 新居浜市中村松木一丁目１０－１６

〃 � 橋 登 新居浜市土橋一丁目９－３８

〃 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村一丁目６－３６

〃 � 門 薫 新居浜市本郷一丁目５－２７

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８－４１

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋一丁目８－４

〃 近 藤 重 俊 新居浜市中村一丁目８－８

〃 加 藤 則 明 新居浜市政枝町二丁目７－３４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３番１７号

〃 片 上 和 彦 新居浜市�保田町三丁目８番２０号

〃 宮 � 雄二郎 新居浜市滝の宮町４番３５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村一丁目６番３６号

〃 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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教育委員会規則

教育委員会公告

�������
�愛媛県告示第５４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市角野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を平成３０年５月１４日認可した。

平成３０年５月２２日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�公 告

平成３１年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力検

査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合格

者の発表の日について

平成３１年度の愛媛県県立高等学校及び愛媛県県立特別支援学校高

等部の入学者の選抜並びに愛媛県県立中等教育学校の第４学年の欠

員補充のための編入学者の選抜に係る学力検査の検査教科及び出題

範囲並びに学力検査等の期日及び合格者の発表の日を次のとおり定

めた。

平成３０年５月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 愛媛県県立高等学校の入学者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

全日制課程は、国語、社会、数学、理科及び英語の５教科

とする。定時制課程は、国語並びに社会、数学、理科及び英

語のうちから入学志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 出題範囲

中学校学習指導要領（平成２０年３月文部科学省告示第２８号。

以下「現行中学校学習指導要領」という。）に示されている

各教科の目標及び内容並びに平成３０年４月１日から平成３３年

３月３１日までの間における中学校学習指導要領の特例を定め

る件（平成２９年７月文部科学省告示第９４号。以下「中学校特

例告示」という。）３�ウの規定により平成３０年度の第３学
年の社会において指導する内容に即し、基本的事項について

出題する。ただし、平成３０年度における学習が、現行中学校

学習指導要領又は中学校学習指導要領（平成２９年３月文部科

学省告示第６４号。以下「新中学校学習指導要領」という。）

のいずれの規定によるものであっても、影響のないよう配慮

する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

�愛媛県教育委員会規則第３号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年５月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３０年５月３１日から施行する。

〃 加 藤 良 一 新居浜市�保田町一丁目３番２６号

改 正 後 改 正 前

様式第１９号（第１５条の２関係） 有効期間更新（更新講習修了確

認）等申請書

省略

２ 修了又は履修した免許状更新講習

様式第１９号（第１５条の２関係） 有効期間更新（更新講習修了確

認）等申請書

省略

２ 修了又は履修した免許状更新講習

省略 省略

注 省略

省略

注１ 省略

２ 平成２８年３月３１日以前に「教職についての省察並びに子

どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携

協力についての理解に関する事項」について講習を履修し

た場合には「必修領域」の欄に、「教科指導、生徒指導そ

の他教育の充実に関する事項」について講習を履修した場

合には「選択領域」の欄に、それぞれ記入すること。

省略

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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選挙管理委員会告示

区 分 一般入学者選抜 推薦入学者選抜 定時制の課程の
第２次募集

学力検査等の期
日

平成３１年３月７
日（木）及び同
月８日（金）

平成３１年２月８
日（金）

平成３１年３月２８
日（木）

合格者の発表の
日

平成３１年３月１８
日（月）

平成３１年３月１８
日（月）

平成３１年３月２９
日（金）

� 通信制の課程及び専攻科

�及び�の規定にかかわらず、愛媛県教育委員会教育長が別
に定める。

２ 愛媛県県立特別支援学校高等部の入学者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

各学校が定めるところによる。

イ 出題範囲

� 本科

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２１年３

月文部科学省告示第３６号。以下「現行小学部・中学部学習

指導要領」という。）に示されている中学部の各教科の目

標及び内容並びに視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者

又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

あっては、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの

間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の特

例を定める件（平成２９年１２月文部科学省告示第１８１号）第

２�の規定により中学校特例告示３�ウの規定に準じて平
成３０年度の第３学年の社会において指導する内容に即し、

基本的事項について出題する。ただし、平成３０年度におけ

る学習が、現行小学部・中学部学習指導要領又は特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年４月文部科学

省告示第７３号）のいずれの規定によるものであっても、影

響のないよう配慮する。

� 専攻科

特別支援学校高等部学習指導要領（平成２１年３月文部科

学省告示第３７号）に示されている各教科の目標並びに各科

目の目標及び内容に即し、基本的事項について出題する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

学力検査等の期日 平成３１年３月４日（月）

合格者の発表の日 平成３１年３月２０日（水）

３ 愛媛県県立中等教育学校の第４学年の欠員補充のための編入学

者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

愛媛県教育委員会教育長が別に定める。

イ 出題範囲

現行中学校学習指導要領に示されている各教科の目標及び

内容並びに中学校特例告示３�ウの規定により平成３０年度の
第３学年の社会において指導する内容に即し、基本的事項に

ついて出題する。ただし、平成３０年度における学習が、現行

中学校学習指導要領又は新中学校学習指導要領のいずれの規

定によるものであっても、影響のないよう配慮する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

愛媛県教育委員会教育長が別に定める。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８条第２項の規定により衆議院比例代表選出議員の選挙について設けた開票区の区域に係る投票

区の変更があったので、開票区の設置（平成１７年８月愛媛県選挙管理委員会告示第５０号）の一部を次のように改正する。

平成３０年５月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

２ 開票区 ２ 開票区

市町名 開票区名 区 域 市町名 開票区名 区 域

番町投票区、八坂投票区、素鵞第１投票

区、素鵞第２投票区、素鵞第３投票区、東

雲第１投票区、東雲第２投票区、清水第１

投票区、清水第２投票区、清水第３投票

区、味酒第１投票区、味酒第３投票区、新

玉投票区、雄郡第１投票区、雄郡第２投票

区、雄郡第３投票区、たちばな投票区、五

明投票区、伊台第１投票区、湯山第１投票

区、湯山第２投票区、道後第１投票区、道

後第２投票区、道後第３投票区、桑原第１

投票区、桑原第２投票区、桑原第３投票

区、�米第１投票区、�米第２投票区、小

番町投票区、八坂投票区、素鵞第１投票

区、素鵞第２投票区、素鵞第３投票区、東

雲第１投票区、東雲第２投票区、清水第１

投票区、清水第２投票区、清水第３投票

区、味酒第１投票区、味酒第３投票区、新

玉投票区、雄郡第１投票区、雄郡第２投票

区、雄郡第３投票区、たちばな投票区、五

明投票区、伊台第１投票区、湯山第１投票

区、湯山第２投票区、道後第１投票区、道

後第２投票区、道後第３投票区、桑原第１

投票区、桑原第２投票区、桑原第３投票

区、�米第１投票区、�米第２投票区、小

愛 媛 県 報平成３０年５月２２日 第２９７７号
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松山市

松山市（

第１区）

開票区

野第１投票区、石井第１投票区、石井第２

投票区、石井第３投票区、椿第１投票区、

余土投票区、垣生投票区、生石第１投票

区、生石第２投票区、味生第１投票区、味

生第２投票区、�枝第１投票区、�枝第２

投票区、和気投票区、潮見投票区、堀江投

票区、東大栗投票区、三津浜投票区、宮前

投票区、新浜投票区、高浜投票区、由良投

票区、泊投票区、鷲ヶ巣投票区、門田投票

区、�米第３投票区、石井第４投票区、椿

第２投票区、さくら投票区、姫山投票区、

小野第２投票区、湯山第３投票区、城西投

票区、伊台第２投票区、窪田投票区、味生

第３投票区

松山市

松山市（

第１区）

開票区

野第１投票区、石井第１投票区、石井第２

投票区、石井第３投票区、椿第１投票区、

余土投票区、垣生投票区、生石第１投票

区、生石第２投票区、味生第１投票区、味

生第２投票区、�枝第１投票区、�枝第２

投票区、和気投票区、潮見投票区、堀江投

票区、東大栗投票区、三津浜投票区、宮前

投票区、新浜投票区、高浜投票区、由良投

票区、泊投票区、鷲ヶ巣投票区、門田投票

区、�米第３投票区、石井第４投票区、椿

第２投票区、さくら投票区、姫山投票区、

小野第２投票区、湯山第３投票区、城西投

票区、伊台第２投票区、窪田投票区

松山市（

第２区）

開票区

�谷第１投票区、�谷第２投票区、�谷第

３投票区、�谷第４投票区、浮穴投票区、

北条第１投票区、北条第２投票区、北条第

３投票区、北条第４投票区、北条第５投票

区、北条第６投票区、北条第７投票区、北

条第８投票区、北条第９投票区、北条第１０

投票区、北条第１１投票区、北条第１２投票

区、北条第１３投票区、北条第１４投票区、北

条第１５投票区、北条第１６投票区、北条第１７

投票区、北条第１８投票区、北条第１９投票

区、北条第２０投票区、北条第２１投票区、北

条第２２投票区、北条第２３投票区、

中島第１投票区、中島第２投票

区、中島第３投票区、中島第４投票区、中

島第５投票区、中島第６投票区、中島第７

投票区、中島第８投票区、中島第９投票

区、中島第１０投票区、中島第１１投票区、中

島第１２投票区、中島第１３投票区、中島第１４

投票区、中島第１５投票区、中島第１６投票

区、中島第１７投票区

松山市（

第２区）

開票区

�谷第１投票区、�谷第２投票区、�谷第

３投票区、�谷第４投票区、浮穴投票区、

北条第１投票区、北条第２投票区、北条第

３投票区、北条第４投票区、北条第５投票

区、北条第６投票区、北条第７投票区、北

条第８投票区、北条第９投票区、北条第１０

投票区、北条第１１投票区、北条第１２投票

区、北条第１３投票区、北条第１４投票区、北

条第１５投票区、北条第１６投票区、北条第１７

投票区、北条第１８投票区、北条第１９投票

区、北条第２０投票区、北条第２１投票区、北

条第２２投票区、北条第２３投票区、北条第２４

投票区、中島第１投票区、中島第２投票

区、中島第３投票区、中島第４投票区、中

島第５投票区、中島第６投票区、中島第７

投票区、中島第８投票区、中島第９投票

区、中島第１０投票区、中島第１１投票区、中

島第１２投票区、中島第１３投票区、中島第１４

投票区、中島第１５投票区、中島第１６投票

区、中島第１７投票区
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